
廃棄物３Ｒ・適正処理推進事業について

環境整備課

１ 事業の目的

廃棄物の不法投棄未然防止活動、不適正処理対策、減量化対策を継続するとともに、

新たに市町村の災害廃棄物処理体制の整備を支援するなど、環境への負荷の少ない

循環型社会の形成に向けた取組を推進する。 

２ 事業の概要

（１）不法投棄未然防止啓発活動事業                6,639 千円

県民、事業者、団体等及び行政が一体となった不法投棄廃棄物の撤去活動を通じ

て、不法投棄の現状についての意識啓発を行い、不法投棄の未然防止を図る。 

・実施主体：地域住民、秋田県産業廃棄物協会、市町村及び県等 

・撤去箇所数：８地域振興局各３か所（全県で２４か所） 

（２）産業廃棄物適正処理業務システム保守管理         3,878 千円

産業廃棄物処理業者の情報を管理する電算処理システムの保守管理を行う。 

（３）産業廃棄物適正処理促進普及啓発事業補助          2,500 千円

産業廃棄物処理業者等の適正処理に向けた意識や技術の向上を図るため、（一

社）秋田県産業廃棄物協会が実施する研修及び広報・啓発活動を支援する。 

※補助金（補助率 1/2（上限 2,500 千円）） 

（４）産業廃棄物実態調査フォローアップ事業          4,500 千円

県内事業所における産業廃棄物の発生量、再生利用量及び最終処分量等や産業

廃棄物に関する意識について調査を実施し、３Ｒの取組状況等を把握する。 

（５）事前協議・環境保全協力金管理業務              1,081 千円

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議及び環境保全協力金の徴収に関するシス

テムの保守管理等を行う。 

（６）廃棄物不適正処理対策事業               24,107 千円

環境監視員による巡回指導を実施するとともに、監視カメラを追加して設置す

るなどにより、廃棄物の不適正処理の未然防止を図る。 

・環境監視員：８地域振興局各３人配置（全県で２４人） 

・監視カメラ：全県で８台追加設置 

・環境監視指導車の更新（２台） 

（７）廃棄物減量化推進事業                       1,927 千円

３Ｒに取り組む事業所を拡大するための意識啓発を図るとともに、更なる廃棄

物減量化に向けて、既に取り組んでいる事業所に対し助言等を行う。 
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・事業系廃棄物減量化推進セミナーの開催（県北・県央・県南各 1 回） 

・廃棄物減量化啓発ハンドブックの作成（２，５００部） 

・事業所訪問による助言等（製造業等約１，０００事業所） 

（８）電子マニフェスト普及促進事業            367 千円

「電子マニフェスト」の普及を図るため、県の事業で排出される産業廃棄物の

処理委託に率先して導入するとともに、排出事業者等を対象とした研修会を開催

する。 

（９）（新）災害廃棄物処理体制整備事業   5,423 千円

研修会を開催し市町村の災害廃棄物処理計画策定を支援するとともに、市町村

及び県の災害廃棄物担当者に対する実務者研修等を実施する。 

・市町村災害廃棄物処理計画策定支援セミナー（年３回） 

・災害廃棄物担当者実務者研修（年１回） 

３ 予算額

  ５０，４２２千円
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